
区　分
営業時間

注）土曜・日曜・祝祭日を休業とするほか、夏期休暇、年末年始休暇も休業とする。

平　日
午前 8：30～午後 5：30

土曜・日曜・祝祭日
休み

「福祉用具貸与」・「介護予防福祉用具貸与」は、要介護者・要支援１・２の必要な福祉用具のうち、
厚生労働大臣が定めた種目の用具を貸与する介護保険上のサービスです。
事業者は、利用者の心身の状況、希望、置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定の
援助、取り付け、調整等を行います。
事業者は、「福祉用具レンタル・販売サービス契約書」に記載の内容により貸与・販売します。
利用者等の意思決定に基づき、選択制の対象商品について貸与又は販売を選択することができ
ることとする。

（１）

（２）

（３）
（４）

◎福祉用具貸与種目

◎選択制福祉用具貸与　又は　特定福祉用具販売種目

◎特定福祉用具販売種目

◎介護保険住宅改修工事

１.　事業所の概要
事業所名
所在地
介護保険事業所番号
管理者・連絡先
サービス提供地域

株式会社サン十字福祉用具レンタル・販売サービス
山形県米沢市中田町７５１－１
福祉用具貸与　０６７０４００１７５
齋　藤　充　弘　　  TEL０２３８－３７－６０１１
山形県全域

２.　事業所の職員体制等
職種
福祉用具貸与管理者
福祉用具専門相談員

１名（兼務）
１名（兼務）６名（専務）

人　　　　　員

３.　管理時間

４.　サービスの内容

腰掛便座　  特殊尿器　  入浴補助用具　  簡易浴槽　  移動用リフトのつり具の部分　  排泄予測支援機器

固定用スロープ　 歩行器（歩行車を除く）　 単点杖（松葉杖を除く）　 多点杖

車イス　 車イス付属品　 特殊寝台　 特殊寝台付属品　 床ずれ防止用具　 体位変換器　 手すり
スロープ　 歩行器　 歩行補助杖　 認知症老人徘徊感知機器　 移動用リフト　 自動排泄処理装置



契約者

契約者

契約者



契約者

通常サービス提供地域を越えて行う事業に要する利用料（交通費）は、自動車を使用した場合、
通常の実施地域を越えてから、１km当り１００円とする。また、有料道路を使用した場合には、
その実費を徴収する。 

前項の費用の支払いをうける場合には、利用者又は、その家族に対して事前に文書で説明した
上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受けることにする。

（６）

（７）



１　福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業
２　居宅介護支援・介護予防居宅介護支援事業
３　訪問介護・第一号訪問介護事業
４　特定福祉用具販売・介護予防特定福祉用具販売事業
５　その他これに付随する業務　

（介護予防）  福祉用具貸与 3ヶ所・（介護予防）  訪問介護 2ヶ所
（介護予防）  居宅介護支援３ヶ所
（介護予防）  特定福祉用具販売 3ヶ所

８．身体拘束の廃止・虐待防止のための措置

７．事故発生時の対応

サービス契約の締結にあたり、下記により重要事項を説明しました。

サービス契約の締結にあたり、下記のとおり説明を受けました。

事業所の所在地　山形県米沢市中田町７５１－１
事業所の名称　　株式会社サン十字福祉用具レンタル・販売サービス

福祉用具専門相談員の氏名

契約者又は家族・代理人の氏名

２０　　年　　　月　　　日

利用者の能力や権利擁護の観点から、防止するための委員会及び担当者を設置し従業員に対して研修を
実施します。その他身体的拘束等の適正化のために必要な措置を講じます。

９．福祉用具レンタル・販売事業及び福祉用具専門相談員における業務継続にかかる対策について事業者は
利用者に対する適切なサービス提供を確保するため、次の措置を講じます。

10．当社の概要

（１）職場におけるハラスメント対策
（２）感染症予防及びまん延防止のための措置
（３）感染症や災害等が発生した場合であっても、サービスの提供を継続的に実施及び非常時の体制で

早期の業務再開を図るための計画

（１）事故が発生した場合
 県、保険者である市町村、当該利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行う。
（２）事故の状況及び事故に際し採った処置について記録し提供により賠償すべき事故が発生した

場合、損害賠償を速やかに行うものとする。

名称・法人種別
代表者

本社所在地・電話

株式会社サン十字

定款の目的に定めた事業

事業所数

長　澤　　譲
山形県米沢市桜木町１番 64 号　　ＴＥＬ０２３８－２１－１４５１



「福祉用具貸与」・「介護予防福祉用具貸与」は、要介護者・要支援１・２の必要な福祉用具のうち、
厚生労働大臣が定めた種目の用具を貸与する介護保険上のサービスです。
事業者は、利用者の心身の状況、希望、置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定の
援助、取り付け、調整等を行います。
事業者は、「福祉用具レンタル・販売サービス契約書」に記載の内容により貸与・販売します。
利用者等の意思決定に基づき、選択制の対象商品について貸与又は販売を選択することができる
こととする。

（１）

（２）

（３）
（４）

◎福祉用具貸与種目

◎選択制福祉用具貸与　又は　特定福祉用具販売種目

◎特定福祉用具販売種目

◎介護保険住宅改修工事

１.　事業所の概要
事業所名
所在地
介護保険事業所番号
管理者・連絡先
サービス提供地域

株式会社サン十字福祉用具レンタル・販売サービス長井
山形県長井市栄町４－21　ダイワビル１F
福祉用具貸与　０６７１５００４６０
小梁川　　正　　　  TEL０２３８－８７－０８０１
山形県全域

２.　事業所の職員体制等
職種
福祉用具貸与管理者
福祉用具専門相談員

１名（兼務）
１名（兼務）  ４名（専務）

人　　　　　員

４.　サービスの内容

腰掛便座　  特殊尿器　  入浴補助用具　  簡易浴槽　  移動用リフトのつり具の部分　  排泄予測支援機器

固定用スロープ　 歩行器（歩行車を除く）　 単点杖（松葉杖を除く）　 多点杖

車イス　 車イス付属品　 特殊寝台　 特殊寝台付属品　 床ずれ防止用具　 体位変換器　 手すり
スロープ　 歩行器　 歩行補助杖　 認知症老人徘徊感知機器　 移動用リフト　 自動排泄処理装置

区　分
営業時間

注）土曜・日曜・祝祭日を休業とするほか、夏期休暇、年末年始休暇も休業とする。

平　日
午前 8：30～午後 5：30

土曜・日曜・祝祭日
休み

３.　管理時間





通常サービス提供地域を越えて行う事業に要する利用料（交通費）は、自動車を使用した場合、
通常の実施地域を越えてから、１km当り１００円とする。また、有料道路を使用した場合には、
その実費を徴収する。 

（６）

（７）前項の費用の支払いをうける場合には、利用者又は、その家族に対して事前に文書で説明した
上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受けることにする。



１　福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業
２　居宅介護支援・介護予防居宅介護支援事業
３　訪問介護・第一号訪問介護事業
４　特定福祉用具販売・介護予防特定福祉用具販売事業
５　その他これに付随する業務　

（介護予防）  福祉用具貸与 3ヶ所・（介護予防）  訪問介護 2ヶ所
（介護予防）  居宅介護支援３ヶ所
（介護予防）  特定福祉用具販売 3ヶ所

８．身体拘束の廃止・虐待防止のための措置

７．事故発生時の対応

サービス契約の締結にあたり、下記により重要事項を説明しました。

サービス契約の締結にあたり、下記のとおり説明を受けました。

事業所の所在地　山形県長井市栄町４－21　ダイワビル１F
事業所の名称　　株式会社サン十字福祉用具レンタル・販売サービス長井

福祉用具専門相談員の氏名

契約者又は家族・代理人の氏名

２０　　年　　　月　　　日

利用者の能力や権利擁護の観点から、防止するための委員会及び担当者を設置し従業員に対して研修を
実施します。その他身体的拘束等の適正化のために必要な措置を講じます。

９．福祉用具レンタル・販売事業及び福祉用具専門相談員における業務継続にかかる対策について事業者は
利用者に対する適切なサービス提供を確保するため、次の措置を講じます。

10．当社の概要

（１）職場におけるハラスメント対策
（２）感染症予防及びまん延防止のための措置
（３）感染症や災害等が発生した場合であっても、サービスの提供を継続的に実施及び非常時の体制で

早期の業務再開を図るための計画

（１）事故が発生した場合
 県、保険者である市町村、当該利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行う。
（２）事故の状況及び事故に際し採った処置について記録し提供により賠償すべき事故が発生した

場合、損害賠償を速やかに行うものとする。

名称・法人種別
代表者

本社所在地・電話

株式会社サン十字

定款の目的に定めた事業

事業所数

長　澤　　譲
山形県米沢市桜木町１番 64 号　　ＴＥＬ０２３８－２１－１４５１



「福祉用具貸与」・「介護予防福祉用具貸与」は、要介護者・要支援１・２の必要な福祉用具のうち、
厚生労働大臣が定めた種目の用具を貸与する介護保険上のサービスです。
事業者は、利用者の心身の状況、希望、置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定の
援助、取り付け、調整等を行います。
事業者は、「福祉用具レンタル・販売サービス契約書」に記載の内容により貸与・販売します。
利用者等の意思決定に基づき、選択制の対象商品について貸与又は販売を選択することができ
ることとする。

（１）

（２）

（３）
（４）

◎福祉用具貸与種目

◎選択制福祉用具貸与　又は　特定福祉用具販売種目

◎特定福祉用具販売種目

◎介護保険住宅改修工事

１.　事業所の概要
事業所名
所在地
介護保険事業所番号
管理者・連絡先
サービス提供地域

株式会社サン十字福祉用具レンタル・販売サービス高畠
山形県東置賜郡高畠町大字高畠５５０－１
０６７２６００４８３
小　松　和　美　　  TEL０２３８－５２－５１１１
山形県全域

２.　事業所の職員体制等
職種
福祉用具貸与管理者
福祉用具専門相談員

１名（兼務）
１名（兼務）　３名（専務）

人　　　　　員

３.　管理時間

４.　サービスの内容

区　分
営業時間

注）土曜・日曜・祝祭日を休業とするほか、夏期休暇、年末年始休暇も休業とする。

平　日
午前 8：30～午後 5：30

土曜・日曜・祝祭日
休み

腰掛便座　  特殊尿器　  入浴補助用具　  簡易浴槽　  移動用リフトのつり具の部分　  排泄予測支援機器

固定用スロープ　 歩行器（歩行車を除く）　 単点杖（松葉杖を除く）　 多点杖

車イス　 車イス付属品　 特殊寝台　 特殊寝台付属品　 床ずれ防止用具　 体位変換器　 手すり
スロープ　 歩行器　 歩行補助杖　 認知症老人徘徊感知機器　 移動用リフト　 自動排泄処理装置



契約者

契約者

契約者



契約者

通常サービス提供地域を越えて行う事業に要する利用料（交通費）は、自動車を使用した場合、
通常の実施地域を越えてから、１km当り１００円とする。また、有料道路を使用した場合には、
その実費を徴収する。 

前項の費用の支払いをうける場合には、利用者又は、その家族に対して事前に文書で説明した
上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受けることにする。

（６）

（７）



１　福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業
２　居宅介護支援・介護予防居宅介護支援事業
３　訪問介護・第一号訪問介護事業
４　特定福祉用具販売・介護予防特定福祉用具販売事業
５　その他これに付随する業務　

（介護予防）  福祉用具貸与 3ヶ所・（介護予防）  訪問介護 2ヶ所
（介護予防）  居宅介護支援３ヶ所
（介護予防）  特定福祉用具販売 3ヶ所

８．身体拘束の廃止・虐待防止のための措置

７．事故発生時の対応

サービス契約の締結にあたり、下記により重要事項を説明しました。

サービス契約の締結にあたり、下記のとおり説明を受けました。

事業所の所在地　山形県東置賜郡高畠町大字高畠５５０－１
事業所の名称　　株式会社サン十字福祉用具レンタル・販売サービス高畠

福祉用具専門相談員の氏名

契約者又は家族・代理人の氏名

２０　　年　　　月　　　日

利用者の能力や権利擁護の観点から、防止するための委員会及び担当者を設置し従業員に対して研修を
実施します。その他身体的拘束等の適正化のために必要な措置を講じます。

９．福祉用具レンタル・販売事業及び福祉用具専門相談員における業務継続にかかる対策について事業者は
利用者に対する適切なサービス提供を確保するため、次の措置を講じます。

10．当社の概要

（１）職場におけるハラスメント対策
（２）感染症予防及びまん延防止のための措置
（３）感染症や災害等が発生した場合であっても、サービスの提供を継続的に実施及び非常時の体制で

早期の業務再開を図るための計画

（１）事故が発生した場合
 県、保険者である市町村、当該利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行う。
（２）事故の状況及び事故に際し採った処置について記録し提供により賠償すべき事故が発生した

場合、損害賠償を速やかに行うものとする。

名称・法人種別
代表者

本社所在地・電話

株式会社サン十字

定款の目的に定めた事業

事業所数

長　澤　　譲
山形県米沢市桜木町１番 64 号　　ＴＥＬ０２３８－２１－１４５１


